
医療ＤＸ推進室（7 / 4発足）
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【室長代理】
大臣官房医薬産業振興・医療情

報審議官

【室長】
総括審議官

【総括チーム長】
大臣官房情報化担当参事官

【総括チーム長代理】
医薬産業振興・医療情報企画課長

【電子カルテ・医療情報基盤等チーム長】

医政局医療情報担当参事官

【健康保険証利用チーム長】

保険局医療介護連携政策課長

【チーム長代理】
大臣官房企画官

政策統括官付
政策企画官

【チーム長代理】
保険データ企画室長

保険局保険データ企画室
室員等

医政局医療情報担当参事官室
室員

大臣官房情報化担当参事官室
室員

デジタル統括アドバイザー

サイバーセキュリティ・情
報化審議官

［システム間の調整
・工程管理］

大臣官房併任

大臣官房併任

【全体図会議】

事務次官 医務技監
総括審議官
医薬産業振興・医療情報審議官
保険局長
大臣官房審議官（医療介護連携、データヘルス担当）
その他大臣の指名する者

大臣官房併任
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※医療DX推進室設置規定
（全体図会議）

第６条 推進室に、俯瞰的立場から医療ＤＸの企画立案の推進
の管理・監督を行うための全体図会議を置く。
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